
家畜衛生広報 

ながの 

野鳥等から高病原性鳥インフルエンザウイルスを検出!  

ウイルスの侵入防止対策をしてください。 

 

 

 

                              

○ 野鳥等の野生動物の家きん舎への侵入を防止することができる防鳥ネット 

その他の設備を設置する。 

○ 鶏舎出入口に踏み込み消毒槽を設置する。 

○ 鶏舎ごとに専用の作業着や長靴を使用する。 

○ 鶏舎内に入る車両や器具等の消毒を徹底、部外者の立入を禁止する。 

○ 渡り鳥の飛来地には近づかず、河川等の水は給与しない。 

○ 高・低病原性鳥インフルエンザ発生国への旅行は自粛する。 
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日本各地(秋田県、鹿児島県、鳥取県)で、野鳥等から高病原性

鳥インフルエンザウイルスが検出されています。 

再チェック！ 防疫対策のポイント！！ 

消毒は伝染病予防の第一歩 
まずは踏み込み消毒槽を鶏舎に置きましょう 

・家きんが、まとまって死亡している場合又はうずくまっている場合 

・鶏冠、肉垂等のチアノーゼ(青紫色)、沈うつ、産卵率の低下等の症状を呈する場合 


